
地域で高齢者が参加する
サロン活動や介護予防につながる
活動を継続的に実施する
住民主体の団体に
補助金を交付します

市内に活動拠点を置き、
次の要件を全て満たす団体

案件1 市が実施するボランティア養成講座を
修了した人が２名以上所属している

案件2 介護予防等に資する取組を行う団体で
あって、自主的かつ継続的に活動でき
ること

案件3 活動内容、開催場所及び開催日につ
いて、市が公表することに同意するこ
と

案件1
高齢者を含む広い年代の住民が参加可能
なものであって、参加者が限定される特定
のスポーツ、趣味活動等でないこと

案件2 月１回以上かつ定期的に開催されるもので
あること

案件3 １回当たりの活動時間が、おおむね１時間
以上であること

次の要件を全て満たす
介護予防につながる活動

案件4
１回の開催につき、市内に住所を有する65
歳以上の人とボランティア養成講座の受講
者を合わせて5人以上が参加していること



補助の対象となる経費は、次のとおりです。

対象経費 内 容

備品購入費
イス、テーブル、ＤＶＤデッキ等介護予防に
関わる備品の購入費用

消耗品費 事務用品、工具、日用品等の購入費用

食糧費

熱中症対策としての飲み物（アルコールは除
く）
※弁当や茶菓子（チョコ、飴、塩分タブレッ
ト等）は対象外

印刷製本費 パンフレット等の作成を委託する際の費用

報償費 外部講師謝礼（構成員への謝礼を除く）

光熱水費 電気、ガス、灯油等の使用料

通信運搬費
電話料金、はがき・切手代、インターネット
関連費等

送迎に要する
経費

ガソリン代（片道100円を上限とする）

保険料 ボランティア保険等の費用

使用料・貸借
料

建物借上料、会場使用料、機器リース料等

補助対象事業１回あたり3,000円
の補助となります。
事業の実施回数に3,000円を乗
じた額又は年額144,000円のい
ずれか少ない額が補助金申請の上
限額となります。初年度のみ上限額
が10,000円加算されます。

補助対象額

3,000円／１回

3,000×実施回数

144,000円
又は

※いずれか少ない方が上限額となります。

随時受付中です。申請にあたっては実施届出が必要で

す。届出後、市長寿介護課で内容を確認し、実施団体の

登録が完了後に事業開始ができます。

申請書類一式は、市ホームページからダウンロードでき

ます。印刷物が必要な場合は、市長寿介護課窓口で配

付しています。

こちらのQRコードを読み込むと
ダウンロードページへアクセスできます。

事業実施の条件であるボランティ
ア養成講座（ご近所おたすけサポー
ター養成講座）は年に複数回開催し
ます。日程等についてはお問い合わ
せください。

・体操
・散歩
・脳トレ
・農作業

・ボランティア活動
・多世代交流
・学習会
・趣味活動

など
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